
�

平
成
21
年
度
市
県
民
税(

国
民
健
康
保
険
税
・

長
寿
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料)
申
告
の

ご
案
内

市
で
は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
国
東
市
に
住
ん

で
い
る
方
を
対
象
に
、
平
成
20
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
と
市
県
民
税
申
告
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

会
場
と
時
間
な
ど
の
日
程
を
本
庁
お
よ
び
、
各
支
所

ご
と
に
表
に
し
ま
し
た
の
で
確
認
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

申
告
会
場
で
申
告
期
限
内
に
済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
21
年
度（
20
年
分
）の
市
県
民
税（
国
民
健
康
保

険
税
・
長
寿
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
）申
告
の
納
税

相
談
及
び
申
告
受
付
を
２
月
16
日

（月）
か
ら
次
の
日
程
で

行
い
ま
す
。左
記
に
、市
県
民
税
の
申
告
が「
不
要
な
方
」

と「
必
要
な
方
」
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
配
布

さ
れ
た
申
告
書
で
、
申
告
期
限
内
に
申
告
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
県
民
税
申
告
書
は
、
区
長
文
書
で
各
戸
１
枚
の
配

布
で
送
付
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
同
様
、
氏
名
等
は
記

載
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
ご
承
知
願
い
ま
す
。

〔
市
県
民
税
の
申
告
が
不
要
な
方
〕

（1）　

３
月
16
日

（月）
ま
で
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
。

（2）　

給
与
所
得
者（
年
末
調
整
済
）で
、
給
与
所
得
以

外
に
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書（
源
泉
徴
収
票
）が
市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方
。

〔
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
〕

（1）　

給
与
所
得
者
で
、
農
業
所
得
等
の
給
与
以
外
の

収
入
が
あ
る
方
。

（2）　

年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
方
。

（3）　

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
。

（4）　

国
民
健
康
保
険
、
長
寿
医
療
保
険
、
介
護
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。

（5）　

市
外
に
居
住
す
る
人
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
。

※
申
告
会
場
と
日
程
表
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
県
民
税
申
告
書
の
裏
面
に
、
申
告
に
際
し
て
の
注
意

事
項
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
控
除
額
等
の
詳
細
が

必
要
な
方
や
申
告
に
つ
い
て
の
相
談
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
本
庁
税
務
課
市
民
税
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
地
域

総
務
課
税
務
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
申
告
の
際
の
注
意
点

介
護
保
険
に
お
け
る
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、

本
庁
・
総
合
支
所
の
介
護
保
険
係
で
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

医
療
機
関
の
お
む
つ
使
用
証
明
書
と
お
む
つ
代
等
の
領

収
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
お
む
つ
代
に
つ
い

て
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
場
合

は
、
本
庁
・
総
合
支
所
の
介
護
保
険
係
で
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

（1）　

印
鑑　

（2）　

20
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
年
金
、生
命
保
険（
個

人
年
金
）、
損
害
保
険
、
医
療
費
等
の
領
収
書
又

は
証
明
書

（3）　

給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
又
は
事
業
主
か

ら
の
給
与
支
払
い
証
明
書

（4）　

営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
収
入
・
支
出
の

明
細
が
判
明
で
き
る
も
の

（5）　

本
人
又
は
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
が
障
害
者
、
戦

傷
病
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の（
障
害
者

手
帳
等
）

◎
農
業
所
得
の
申
告
の
仕
方

農
業
所
得
は
、
20
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
得
た
金

額（
個
人
販
売
や
家
事
消
費
を
含
む
）を
計
算
し
て
、
申

告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
告
の
方
法
は
、
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し

引
い
て
所
得
金
額
を
算
出
す
る
収
支
計
算
で
す
。
そ
の

た
め
、
販
売（
出
荷
）伝
票
や
必
要
経
費
の
領
収
書
を
整

理
し
、
収
支
内
訳
書（
申
告
書
の
裏
面
）に
記
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
準
備
を
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

収
入
金
額
と
は

農
作
物（
水
稲
、
野
菜
、
果
樹
類
等
）を
農
協
や
青
果

市
場
に
出
荷
し
た
際
の
販
売
金
額
と
家
事
消
費
分
で
す
。

※
販
売
証
明
書
や
営
農
口
座
通
帳
等
を
必
ず
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

必
要
経
費
と
は

農
作
物
を
育
て
る
た
め
や
出
荷
す
る
た
め
に
要
し
た

経
費
で
、
肥
料
・
農
薬
代
、
農
作
業
委
託
料
、
農
機
具

の
修
理
代
、
農
機
具
購
入
代
金
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

※
領
収
書
等
を
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
県
民
税
申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
県
民
税
申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

税
の
申
告
期
間
は
２
月
16
日
（月）
か
ら
３
月
16
日
（月）
ま
で


